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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアクセス・ポイントからなる分散ネットワークにおける無線通信の方法であって
、
　休止状態の呼セッションが活動化することを示す情報を受信する工程と、
　前記休止状態の呼セッションを示す識別子を提供する工程とを含み、前記識別子はそこ
に記憶された呼セッションの状態を示す情報を有するアクセス・ポイントを示す情報を含
むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記休止状態の呼セッションが活動化することを示す
情報を受信する工程が、前記休止状態の呼セッションが活動化することを示すユーザ入力
、前記休止状態の呼セッションに関連する移動体ユニットに送信するデータが利用可能で
あるという表示、及びページング・メッセージ、のうちの少なくとも１つを受信する工程
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記呼セッションの状態を示す情報にアクセスする工程と、前記呼セッションの状態を
示す情報をアクセス・ポイントに提供する工程と、移動体ユニットと前記アクセス・ポイ
ントとの間にトラヒック・チャネルを形成する工程とを含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　休止状態に先立って、少なくとも１つのアクセス・ポイントに呼セッション状態情報を
移行させる工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　複数のアクセス・ポイントからなる分散ネットワーク内での無線通信の方法であって、
　休止状態の呼セッションが活動化することを示す情報を受信する工程と、
　前記休止状態の呼セッションを示す識別子を受信する工程と、
　前記識別子に基づいて複数のアクセス・ポイントの少なくとも１つを識別する工程とを
含み、前記少なくとも１つの識別されたアクセス・ポイントはそこに記憶された呼セッシ
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ョンの状態を示す情報を有し、前記アクセスポイントは、前記分散ネットワークへのアク
セスを提供するよう構成され、そして前記アクセスポイントは、無線ネットワーク制御装
置の機能及びパケット・データ・サービング・ノードの機能のうちの少なくとも１つを実
行することを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記休止状態の呼セッションが活動化することを示す情報を受信する工程が、前記休止
状態の呼セッションが活動化するということを示すユーザ入力、前記休止状態の呼セッシ
ョンに関連する移動体ユニットに宛てたデータ、のうちの少なくとも１つを受信する工程
を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記休止状態の呼セッションに関連する前記移動体ユニットに宛てたデータの受信に応
動して第１のページング・メッセージを提供する工程と、前記第１のページング・メッセ
ージの受信に応動して移動体ユニットに第２のページング・メッセージを提供する工程と
を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　複数のアクセス・ポイントからなる分散ネットワーク内での無線通信の方法であって、
　第１のアクセス・ポイントを示す情報にアクセスする工程を含み、前記第１のアクセス
・ポイントは、前記分散ネットワークへのアクセスを提供するよう構成され、そして前記
第１のアクセスポイントは、無線ネットワーク制御装置の機能及びパケット・データ・サ
ービング・ノードの機能のうちの少なくとも１つを実行するものであり、前記方法はさら
に、
　活動状態セットにある複数の第２のアクセス・ポイントの各々を示す情報にアクセスす
る工程を含み、前記活動状態セットにある前記複数の第２のアクセス・ポイントは移動ユ
ニットと通信し、前記複数の第２のアクセス・ポイントは、前記分散ネットワークへのア
クセスを提供するよう構成され、そして前記第２のアクセスポイントは、無線ネットワー
ク制御装置の機能及びパケット・データ・サービング・ノードの機能のうちの少なくとも
１つを実行するものであり、前記方法はさらに、
　前記第１のアクセス・ポイントを示す情報と活動状態セットとを比較する工程と、
　前記第１のアクセス・ポイントを示す情報の所定の部分が、前記活動状態セットの複数
の第２のアクセス・ポイントの少なくとも１つを示す情報の所定の部分とは異なるときに
は、呼セッション識別子を要求する工程とを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記活動状態セットの複数の第２のアクセス・ポイントの各々を示す情報にアクセスす
る工程は、前記活動状態セットの前記複数の第２のアクセス・ポイントの各々に関連する
カラー・コードにアクセスする工程を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のアクセス・ポイントを示す情報の所定の部分が前記活動状態セットの複数の
第２のアクセス・ポイントの少なくとも１つを示す情報の所定の部分とは異なるときには
呼セッション識別子を要求する前記工程は、前記第１のアクセス・ポイントに関連するカ
ラー・コードが前記活動状態セットの複数の第２のアクセス・ポイントの少なくとも１つ
に関連するカラー・コードと異なるときには、呼セッション識別子を要求する工程を含む
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
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